
 
 

        新潟都市計画地区計画の決定（聖籠町決定）案 

 

 新潟都市計画地区計画を次のように決定する。 

       名          称 役場周辺第１地区 地区計画 

       位          置 聖籠町大字諏訪山 地内 

       面          積 約 ０．３ ha 

区 域 の 整

備開発及

び 保 全 の

方針 

地区計画の目標 本地区は、町役場周辺に位置し、多くの公共施設

が近隣に存在している。 

このような良好な立地環境を活かし、周辺の既存集

落との調和を図りつつ、本地区を囲む住宅団地区域

と一体感のある新規住宅地の開発を誘導することによ

り、ゆとりある住宅地の形成を図る。 

その他当該区域の整備・開

発及び保全に関する方針 

 既存の交通利便性及び立地条件を活かし、既存集

落と調和した良好な住環境における戸建住宅を主体

とした一団の住宅地を形成する。 

地

区

整

備

計

画 

地区施設の配置及び規模 道路  幅員０．５ｍ   延長約１００ｍ 

建

築

物

に

関

す

る

事

項 

建築物の用途制限 次に掲げる建築物以外は建築してはならない 

１ 専用住宅 

２ 兼用住宅（延べ面積１/２以上を居住の用に供し、

かつ、事務所、店舗その他これらに類する用途を

兼ねるもの。（これらの用途に供する部分の床面積

の合計が １５０㎡を超えるものを除く。）） 

建築物の容積率の最高限度   １５０％ 

建築物の建ぺい率の最高限度    ６０％ 

建築物の敷地面積の最低限度   １７０㎡ 

壁面の位置の制限 １ｍ 

 ただし、次の場合は制限を緩和することとする。 

① 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの

合計が３．０ｍ以下のもの 

② 倉庫、物置、その他これに類する用途に供し、

軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ、床面積の合

計が５㎡以内のもの 
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建

築

物

に

関

す

る

事

項 

建築物の高さの最高限度   １２ｍで次に掲げるもの以下とする。  

① 道路斜線制限 

前面道路の反対側の境界線から距離が２０ｍ

以下の範囲においては、当該分から前面道路の

反対側の境界線までの水平距離に１．２５を乗じ

て得たもの 

②  北側斜線制限 

当該部分から前面道路の反対側の境界線また

は隣地境界線までの真北方向の水平距離に 

１．２５を乗じて得たものに５ｍを加えたもの 

 ③ 日影制限 

日影による建築物の高さの制限は、建築基準

法別表第４の２の項を適用し、同項において平

均地盤面からの高さは、（は）欄の４ｍを、また、

日影時間は、（に）欄の（２）を適用する。 

 

 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

理 由（別添：都市計画の案の理由書を参照） 

良好な住環境の整備を目的とした街区単位での市街地像を実現していくため、市街化調整区域

において地区計画を本案のとおり決定するものである。 
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